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第 3回 内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会

日日寺  平成 21年 7月 29日 (水 )

14:00～ 16:00

場所  合 同庁舎第 5号館  6階
共用第 8会議室
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内服薬 処 方 せんの記 載 方 法 の在 り方 に関する検 討会

○ 座長   五十音順
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永池 京子    日本看護協会常任理事

花井 十伍   特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権理事

伴 信太郎   名古屋大学医学部附属病院総合診療部 教授

森山 寛    東京慈恵会医科大学附属病院長

望月 正隆   東京理科大学薬学部薬学科教授



繁F婆蓑バ事事ヂが割資料1

第 2回検討会の主など意見

1.1日 量 、 1回量 に係る 処方せんの記載方法にフ いて

● 1日量を書く姥硬ガ本当にあるのかが問題であるが、書かなくてもいいのにはない力ヽ

● 処方せんは自由に書くというスタイリИこなつているが、1同量、総量表記ということ|こ統■して、

例えば、薬剤名、1回量、mgxl日何回というような記載欄を設定して、それを埋めなιす初鋤

できないようにしてはどうか。

● (新旧 2種類の処方せん記載が混在している場合には、)新記載ルールであることを伝えるために、

当面は「@」 を使つてみてはどうか。

● 医自耐劫υ載顧」と、健康保験法α通知の解釈を考えると、分量の記載は 1日量というのが現行の規

定であるが、石用厚りIでは分量の記載を 1回量にするということを提言している。

● 1日量記載は、毎日内服するという前提での記載方法だが、例えば、湖 既→コ助 1ヾ週間に 1錠とい

う場合は、毎日内服するという前提が成り立たず紛らわしい。印 系者全員が紛らわしさから解

放されるように 1同量で記載すべき。

● 在宅看護では患者の状態によって内服薬の量を変えるということがあり、1匝涯豹湖 示される処方

せん記載に変えたほうが良い。

● 薬液、水薬や散薬の賦形されている薬の量の書き方は、患者が内服する時や看護師が投与するとき

に量がわかるよう、用法についての帰一ノИヒをして、おくすり手帳でもきちんと明記することなど

が必要。

● 日本語で「3回に分けて」、あるしヽ ま「1日 3回」と記載することが、事故防止、安全土必要で4ヽ可

欠である。

● 1日量だけを記載して処方すると、患者がうまく分散して内服してくれる期待があるが、1回屋だ

けを記載して処方すると、朝食を抜いたら余つた薬はどうするのかという疑問も出る。1回量の場

合は「1日 3回必ず時間をあけて湖 田 という表示規定を定めなけ相 ぬ らず、1回量処方にして

も、1日動 にしてむ難しい部分は残るのにはない力ヽ

● 医師同士のコミュ三ケーシ∃ンも含めて、印
―

嶼証σttζ辞めて きる′
1詳日五∋盪 どう

するか考えるべき。



2.医療剛 システム (オーダリングシステ月 にりblI

● レセコンのベンダー段階で統汁した表記ができるようにするようなことを考えておかないと、新し

しリト ルを決めても、特殊な服用を要する薬斉」に関しては、処方せんの統戸的な記載が難しくなる

のではないか。

● 新りし―ルでは、「@」 力つ いてい翻ぎ 1回量記載であることが強調されるようなシステムを考えて

はどうか。

● 1日量の処方記載であるか 1回量の処方記載であるかを、薬斉」自砿灘叡」しないで理解できる、「1日

イ可mg」 とか「1回何 mg」 という記載は、すぐに必要なことであり、現行のシステムでも対応可

能でt総し力ヽ

2



3日 処方 に関する通知等 にフ いて

● 処方せんの書き方はすべての囲 取 薬斉」師、歯科医師に関わることなので、もっと医師法等で定め

られているべきにも力功わ らず、          plllの 関連で定められているために、現場の

医痢職の目に触れてこなかったという問題点がある。

● 処方せんの記載に関する融 助泣つ たのは理解できたが、この通矢日の趣旨が広く伝わつていなかつ

たということは問題点としてあるので1総いか。

● 現行の記載ルJレでは、1日量が記載してあっても、用法、用量を書いてないもの{脚 レープ厳 と

いえるのではない力ヽ

● 商品名が書いてあり、規格用量があり、剤丹笏冒 てヽあるのが、現行の通知等で定められ旭 レール

であるが、現場では必ずしもそ柚 M絋されてせヽ い。

● 現行では、院外処方せんについて 1日量を記載するノし～り助澱 ↓貫 あるが、)‐ルどおりに記載さ

∝とい場合もあることから、まずI脚 レーノ助 きヾちんと守られるような仕組みが必要ではないか。

● 現イヲ♭―ノ以編己載する事項が規定されているが、実際上は厳密に運用されているわけで|ぬく、か

なり省略されて記載されていることが現実的な問題となつている。

● 経口投与斉」と外用剤と湖 脩」という剤形の分け方があり、屯服というのはあくまで用法の話である

が、通知等では 賠」形」と「用法」力Ⅷ列 して使用されているところに混乱の原因があるのでざま

い力ヽ
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4.プロセスにフして

● この検討会で新しい記載方法を決め眺 には、医療界に違f功新 しし編己録 を言蕊続 きるよう

な普及方法を検討しておかないと、それが広まらないままということになりかねない。

● 現イ〕レーノ申 する場合には、移行期の長短に関わらず、新旧の記載方法が必ず混在することに

なるので、新りじ―り助当絋 されたという前提であっても新旧 2種類の記載ルールが併存することに

なるので、かえつて危険|りりヽ曽すのでざといか。

● レセコンなどの関連機器について、全面的なシステム改修になりかなりの費用則 旦が力か ることと、

全国二斉燿新しい記載か去への対応が可能なのかどうかということも考えておかなけれな らない。

● まず現行Jレープ摩 ―スとした記載方法に統汁化した上で、次に 1回量記載ヘー斉切り替えをする

効 鸞 一番正しいので|ぬいか。

● まず現行の 1日量記載をベースとしてやるというがヽ現イラレーノロよ1日量だけでなく1回量や回数

も書くノし～ルであり、現イ〕レーノン所薦勘 漣 うのにはない力ヽ

● 現行のループし力狩 られていないという実態があり、それを補完するたЁの仕組みがいろいろあると

いうのが実態なので、記載方法を変更することで波及する周辺問題までも含めて、今の仕組みの中

で何が一番大事なのかを考えて記載方法を変更することを検討すべき。

・
 1-魯 とした統

・
的な記載方法ということで、標準記載方動 て、あらかじめ設定

した適用開始時期に向けて体制整備を推進する必要がある力ヽ システ師 の時間が必要である。

これは是非システムベンダニの社会貢献を期待して、至急対応していただきたい。
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5. :こαX也

● 処方せんの様式を変える鋼 あ相よ 病名、つまり薬を投薬したい医師からの診断した病名を記載

するようにしてはどう力ヽ

● 疑義照会することによつて、現イア疑勁拠 せん記載l硼 するリスクが回避されているという

ことであれよ 疑義照会のしやすさということも検討すべきではない力ヽ

● 病院では当直時間と力ヽ 日部顎卜とか、緊急の場合には日頭指示とか、):観標 といった形で,いリレ

によらなし判発動か存在している。りし―プしを作る以上は統■化、単純化ということをひとつ頭の中

に入れて、院内の病院薬剤師も院外の開局薬斉1師も同じリレールが必要 cある。

● 「害」り算」もできるし「I‖芳享」もでき、疑義照会もなさそうだが、実は医者の考えていることと

調斉」をした人の考えることが違つていたということを防ぐための方法を検討することが本委員会の

ミッシ∃ンである。

● 賦形されて、処方せんと実際に調暦」された薬が違うことで、看 魏励 壕 を誤ることがある。処方

の段階から間違し功 生ヽじないような、病院の薬斉」師だけでなく看護師も理解できるような処方せん

が 醸 。

● 処方せんの記載方法の議論と併せて、実際に患者さんの手に渡ったときに間違いないようにする調

斉」の仕方を含めたトータリしの議論をしてほしい。

● 医薬品が製剤的に工夫されて用量・用法が変わつたときの対応を考慮した上で、処方せん記載を 1

回量に変更する際にイ可らかの正夫もしなけ相ぬ らないことも]旨商しておきたい。

● 屯用で処方するときに、1日の最高限度量を処方せんに記載するという配慮も処方せん記載を標準

化する議論の中で|」必要なのではないか。

● 医師の処方と調剤されるものとの間に歯瞳詢起 きるj宗因が、処方せんの記載方法であるとしたら、

処方せんの記載方法をどう改めるべきかということが検討会Cターゲットであることを言濡哉して、

処方せんの記載曲 響鯖」師にあるしヽ 轟 自TIゴ予くまでの朦 日漣 をどうするかということに特

化し嬉 薪含をすべき。





例 1 不均等投与の場合

悔詰

`彰

轟峯黎難錨翻綺身V警難諸獣蠣薔
は250m蒼ずol日用|じI●141白1分処1芳する場1合

'I

:||=|1111■ ■ ■||■■ |■ |■ ■■■●
=rl

ドパス トンカプセル (250mg) 5カ プセル (2-1-1-1)

分4 朝・昼・夕食後及び就寝前  14日 分

:)1回量として -2カ |プセ
'レ

例 2 休薬期間のある薬剤

:鶏11事:』::ヨ:II:甲|lit11「言曇||111,半|

リウマ トレックス (2 mg)      2 Cap
分2(月 曜日9時,21時) 2日分

リウマ トレックス (2 mg)       l cap
分 1(火曜日9時)    2日 分

1‐ 1111:

②



第 3回処方せん記載方法検討会

資料 3-1
平 成 21年 7月 29日

内服処方せんの記載方法のあり方

～論点整理と提案～

(財 )電力中央研究所
・社会経済研究所

ヒューマンファクター研究施センター

上席研究員 佐相 邦英

議論の出発点となつた問題点

・ 内服処方せんの記載方法。

表現方法が千差万別。しかも、曖昧。

・ 処方せんの記載について、

医師法、歯科医師法の施行規則が

十分守られていなかった。
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表現方法が千差万別で曖昧

規範=集団の中でのルール。

集団の成員が暗黙の知識として共有。

口人を殺してはいけない。
口日本では、麺類、汁類を食するときには、音をたててもよい。
・A科では3回 に分けることを「3× 」と書き、B科では「分3」 と書く(かも?)。

規範を共有できている人同士では、何ら問題なし。
しかし、規範を知らないと口・・失敗。

わざわざ明文化・定義しなくても、
理解できてしまう・・・

分量と用里

3

「診療報酬請求等の記載要領等について」S51_3.7保健発第51号

別紙 1 診療報酬請求書等の記載要領
Ⅳ 調剤報酬請求書および調剤報酬明細書に関する事項
第2調剤報酬明細書の記載要領 (様式第5)

2調剤報酬明細書に関する事項
(21)「 処方」欄について

ア ・…用量 (内服薬については1日 用量、
注射薬および外用薬については投薬全量、頓服については1回量および投薬全量)

別紙2診療録等の記載上の注意事項
第5処方せんの記載上の注意事項
7「処方」欄について

(2)分量は、内服薬についてはJ日 分量、内服用滴斉」、
注射薬および外用薬は投与総量、頓服薬に⊇L｀ては1回 分量・・・

(3)用法および用量は、1回 あたりの月反用 (使用)量 、1日 当たりの服用 (使用)回数および…・

調剤指針 第12改訂
分量=薬剤の単位投与量。内服薬=投与量/日 。頓服〒投与量/回
用量=投与総量を意味。 内服薬 :分量(g/日 )× 投与日数(日 )=用量(g)

頓服薬 :分量 (gノ回)X投与回数(回 )=用量(g)

点眼剤、軟膏剤 :投与総量すなわち用量

外国臨床データを受け入れる際に考慮すべき民族的要因について(医薬審第672号 )

4

第2回資料2

用量(Dosage)=一般与当り又は一日当りに与えられる医薬品の量



送り手 ⊃「受け手篭

コミユニケーションの構造

メッセージ

表現 
―

 解釈

Ｏ

ｏ

5

表現方法が千差万別で曖昧

・ 共通の規範、ルールが不可欠。

薬○01回 △錠(mg)1日 ☆回 ◎日分
・…誰にでも分かる

しか し、1日 量 を基 本 とした仕 組 み が・… 処方せんの書き方 (分量)も

診療報酬、調剤報酬申請書
その他、電子化機器

1回量から、1日量を計算できるが、ほとんど“文化を変える"に等しい。

時間Iま力1ガ嗜だろシ t向力1ラベき方向fま明白
第一歩盈労ぅ踏み″ブガ|

6

知識

経験

状況

知識

経験

状況



規則が守られていない

医師法施行規則 (21条 )、

歯科医師法施行規則(20条 )

「処方せんに…・分量、用法、用量…目を記載レ・口」

・ 様式第二号 処方せん) 備考欄 (第 2回資料2p.4)

「処方」の欄には、

薬名、分量、用法及び用量を記載すること

7

「診療報酬請求等の記載要領等について」S51.8.7保健発第51号
別紙2診療録等の記載上の注意事項

第5処方せんの記載上の注意事項
7「処方」オ間について

(2)分量は、…・

内服薬
内服用滴剤 外用薬
注射薬

頓服薬

(3)用 法および用量は、…・

1回 当たりの服用量
1日 当たりの服用回数および服用時点

投与日数 (回数)

注意事項

規則が守られていない

1日 量 (1日 分量)

投与総量

投与総量
1回量

8

守りやすい規則



ルール (規則)が守れない理由
可.ルールを矢口らない      ...気づいてなかつた

2.ルールを理解していない

3.ルールに納得していない  …掛け算、
割り算で分かる

4.誰もルールを守っていない ・ロロ見比べることないから、
他がどうだか知らない

5.守らなくても注意や罰がない .… 記載不足でも
クレームなし

6.破るだけの価値がある   …忙しい

守れるルール、守らせる仕組みが必要
9           1

芳賀繁、ミスをしない人間はいない(飛鳥新社、2001年 )を改編        |

1回量記載のメリット

じ

乳

銅

＞

標

剤

ル

界

薬

プ

●

　

　

　

　

●

・ 将来的には、1回量記載。

・ しかし、導入には・・日前途多難。

特に、計算機との関係で費用。
10



理解だけなら、急に

変わっても問題な

1回量記載
処方せん医師:1回量への換算が面倒 薬剤師 :よ く分かる

1日 量を必要とするシステム

病院 :1日 量への換算が面倒 薬局 :1日 量への換算が面倒

第一歩に向けて

つまり、1回量、1日 量の両方が言己載された処方せんなら解決する

=規則通りの記載を求める。

では、どうしたら規則通りに処方せんが書かれるか?

第一歩のための提案

・ 処方せんの書式の変更 (努力義務 )

処方せん記載方法に関する規則等の整理と

規則遵守の徹底 (義務 )
第5処方せんの記載上の注意事項
7「 処方」欄について

(3)用 法および用量は、…・

1回 当たりの服用量
1日 当たりの服用回数および服用時点

投与日数 (回数)・ …
研究班の提案と同じことが、現行規則にある。

日数(回数)

一面真つ自の「自由に記載」ではなく、
書かせたいことが分かるように。



さらにその先…・

・ 規則整理・遵守 &処方せん書式の改訂

・ 1日 量ベースのシステムの順次更新

ただし、1回量ベースのソフトウェア更新に対しては、

国からの支援で加速。

・ (処方せんの1日 量記載欄の削除)

〇



医療情報システムの立場から
主に病院情報システムについて

内服薬処方箋の記載方法の

在り方に関する検討会

平成21年 7月 29日

第 3回処方せん記載方法検討会

資料 3-2
平 成 21年 7月 29日

筑波大学附属病院
医療情報部

大原 信
1

ス θ

・ 医療 (病院)情報システムについて

の基本的な認識

・ 現在の処方オーダーについて
二情報の流れ

―入力画面について

薬斉J名・用量・用法について

―用法について

・ 提案



医療 (病院)情報システムは

あくまで、医療者の行う診療行為を、より
安全に、より効率に、より標準的に行うこと
が出来るようにするためのツール (道具)で

ある。

うまく開発・導入し、医療者が使いこなすこ
とによって、医療の安全性や質を高めるこ
とも可能となる。

肪

　

」
報

助

外
　
　
】
剤

■

院
　
　
　
調
量分

医師の内服薬処方オーダ情報の流れ
外来患者処方

オーダリングシステム

処方箋情報

医事会計システム

分量 :1日 分量

薬剤部門システム

分量 :1回分量



医師の内服薬処方オーダの流れ
入院患者処方

処方箋情報

処方箋情報
(調剤受付情報 )

医事会計システム

分量 :1日 分量

マスタ管理された採用薬を入力

1日 量で入力

システム内で保持

第1単位 製剤量

第2単位 成分量

システム内の独自用語設定

独 自コードで運用

日数を入力

オーダリングシステム

分量 :1日 分量
薬剤部門システム

分量 :1回分量

方処
□
３

會
日

報

＞

情

自一里

施

分

実

回

方

色

処

↓

↓

↓

●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●

・ 用法  →

・ 日数  →

マスタ:あらかじめ(システム内に)登録されている(基本的な)データ
コード:●Cが文字などを識別するための符号口記号           6

看護支援システム

分量 :1回分量
もしくは1日 分量

医師の処方オーダ(通常内服処方)

薬剤名

分量

単位



医師の処方オーダ(頓用内服薬 )

・ 薬剤名

?分量

・ 単位

マスタ管理された採用薬を入力

1回分量で入力

システム内で保持

第1単位 製剤量

第2単位 成分量

システム内の独自用語設定

独自コ■ドで運用

何回分かを入力

↓

↓

↓

・ 用法

・ 回数

薬剤名・用量・単位について

ガスター錠    1飾 g

| 
ガスタ~督

 1°
m8

敏 量入力  1 不
ゃ

等入力  |



ロロロ■口出口鵬□□国■■■■■■口■日■日ロロロ■■日目■ロロロ麒日闘目目

“

圏観藤瑯嘲朧ぎ:蠍 ■滸■●

`

処方入力画面

■〕1繰 0931

一

イス●―■●コロ ‐口i,塩 |●ヽ |,l‐・LI

|し 写
「

■
“

IJ l―
●■●■ lハ■

●‐■ rt=● が,`“

9

入,こ力    Fi

…
1

用法入力 (不均等 )

|   |カ
スター  D腱  20mB

心
1  0

配  回

薬剤名選択

数量 :1日 量

用法選択
(均等の場合)

各回数量入力

こ歩

"`9■
■

‐
       ワ1''       |
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用法例 (均等分割)
用 法 眸 数 用,去 昨数 羽法 41数

日 分 J倉 後 6646[ 1日 分 2朝 夕 今 後 60644 1日 分 3~‐合 後 74827
日 分 膚 る前 36021 1日 分 2朝 尽 含 後 3780 1日 今 ■ 年 含 前 4576
自 分 夕 食 後 1日 分2朝食後と寝る前 3355 1日 分 3毎 含 百 前

日 分 記 庚 眸 1日 分 2111タ 1日 分 3朝 尽 タ

日 分 尽 合 後 2365 1日 分 2朝 夕 合 前 1日 分 3毎 食 闇

日 分 用 法 口 将 1日 会 2田 ♯ □ 樗 1日 分 3J夕 含 後 ル鷹 ふ 前

日 合 亘日fお前 183C 1日 会 2尽 夕 合 彿 686 1日 分 3~E合 直 後

自 分 如 1日 分 2そ の 4b 1日 分 3用 法 □ 授

日 分 前 枠 薬 日分 29時 ・21時 535 1日 分 3』 思 今 後 ル鷹 ふ前

日 分 タ 1日 分 2団 夕 今 百 前 1日 分 3子 の IIb

日 分 子 の 41b 1日 分 28時 ・ 20時 :日 分 38時 Fan~‐

日 分 朝 合 直 前 1日 分 2夕 含 後 と暮 る前 1日 分 36・ 14・ 22時
日分 朝 食間 277 1日 /7■N2団 夕 含 rnR 日分3朝夕食前と寝る前
日 会 尽 1日 分 2記 床 時 ル膚 る前 1日 分 3朝 尽 合 膳 と膚 る前 1

日 介 夕 合 前 1日 分 2尽 夕 合 直 前 日分3朝 昼と鳴 る前
日 分 夕 倉 直 後 1日 分2昼食後と寝る前 1日 分3朝夕食間と寝る前
日 分 』 含百後 l日 分 2朝 夕 合 直 後 1日 分 3朝 夕 と暮 る前

自 分 尽 合 育 前 1日 分 212時 間 毎 日分3朝 夕と寝 る前
日 分 21時 1日 分 2団 層uttFn■ 1日 分3朝夕と寝る前
日 分 夕 含 百 前 1日 分 2朝 ル膚 る 前 1日 分 4毎 合 後 と密 る前

日 分 入 ,谷後 1 1日 分 27時・ 19時 1日 分 4用 法 口授 7

日 分 昼 食 FBR 1日 会 2即 尽 含 前 1日 分4朝昼夕と寝る前
日 分 思 倉 前 ,日 分 2朝 昼 合 直 前 1日 分 4そ の Ib

日 分 排 便 時 1日 会 ,期 含 闇 ル鷹 ふ 蔀 1日 分 46時 間 毎

自 分 夕合間 1日 会 28膵 ・ 21膵 1日 分4毎食前と寝る前
日 分 尽 含 百 後 1日 分 26時 ・18時 1日 分 4毎 倉 FBqと暮 る前

日 分 6時 30分 :日 分 27時 ・21時 1 1日 分4毎食直前と暮る前
1日 会 2尽 含 闇 ル鷹 る 前 1日 /71・ 5用 法 □ 場

1日 分 2朝 と入 浴 後 1日 分 5そ の Ih

1日 分2朝昼 1日 分 6用 法 □ 場

1日 分 2団 懸 0 1日 分 64時 FE5毎

1日 分 6そ の 4b 1

11

用法例 (頓服用 )

法 卜螢支 用 法 数
用 痛 い 時 吐 時

頓用不眠時 時

頓用用法口授 頂用呼吸困難時

`D寺

2664 頓用のどが痛い
幅 用 そ の lb 値 用 か ゆ い 日

頓用不安時 輌 用 14時
百用頭痛時 頓用緊張時

頓 用 口匠気 時

頓用寝る前 幅 用 気 分 が 要 い 時 1

頓用発熱時 頂用息苦しい時 1

頭 用 い らい らす る時 目6時 !

頓用不穏時 頂 用 12時
頓用発作時 帽用20時

38‐ C以上の時

自分で調節

t百 用菫 庶疹 の

頓用空腹時 7

頓用385° C以上の時 7 輌 用 外 出 時

頓用胸痛時 帽 用 前 枠 墓

頓 拝 下 痢 時 頓用指卜便時
5 輌 用 18時

頭用腹涌 時
幅 田 ム 藝 膵

頓用咳が出る時 1 30分
頓用21時 頂用ひきつける時

旦巳鼻水の出る『興い
7

7 増 用 亘 |りが
‐

頓用血圧が上がった時 顛 用 量 が つ ま っ f‐ 時

12



●

　
　
　
●

用法について

●

●

筑波大学附属病院の用法は 557通り。

過去の用法を引きずつて設定しているため、現
在使用していない用法も多数登録されている。
医師のコメントが課題 (マスタ化されていない)。

近隣病院の用法も ほぼ同数b

文言はすべて異なり、独自(別 )コードにて運用。

定型的用法は共通化 (標準化)可能。
頓用などは、共通化の方向で要検討。

この処方オーダシステムでは

・ 採用薬剤を選択し入力することで、薬剤名、
規格、剤形が入力でき、処方箋に記載される。

用法用語を適正なものとすることにより、紛ら
わしい用法用語が排除されている。

単位を第1単位は製剤量、第2単位は成分量
で統下することにより、間違いを減少させると
ともに、小児科などの処方にも対応させる。

内服薬処方箋の記載に関しての
ヒヤリ・ハットは、ほぼ馬区逐できている。

13
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内服処方薬分量を1日 分から1回分ヘ

変更した場合のシステム側の対応

・ 処方オーダシステムの変更
分量 1日 量から1回量へ入力量を変更
用法用語の変更 (例 分3→ 3回 /日 )

(印字された処方箋への明示)

・ 部門システムとの連携変更
薬剤部門システム

看護支援システム

医事会計システム
・ 薬歴管理

過去の薬歴との整合性

け
変
方薬分量を1日 分から1回分ヘ

更した場合の課題日問題点
・ 小児科領域では、医師の思考回路の変更が必要、計算が煩雑になり

オーダ入力そのものを間違える場合が想定される。

・ 用法用語を1日 分から1回分用に変更することが必須。

・ 操作教育・研修は必要。

・ 多くの部門システムに影響を与え、期間、テスト、費用負担が必要。

こ

実質的には、病院情報システムの更新時期 (5年から6年 )以外には

不可能と考えられる。つまり多施設が時期を同じくして行うことはできない。

また、クリニックではレセコンの更新はそれ以上の期間が通例

・ 移行期間は最低でも5年以上かかり、その間のリスクは必ず増大する。
・ 特に、複数の医療機関から処方箋が集まる調剤薬局では大混乱 ?
・ 手書き処方箋の変更が保証されない。             16

15



現時点での速やかな対策 (私案)

医師の処方オーダは1日 量を維持する。

但し、規則に則り、用法として1回服用量を(予め
定めたルールに基づき自動計算し、)処方箋
に明示する。

紛らわしい用法用語の使用をやめる。

例、趾誤≪趙 →1分 3、 1日 3回に分けて etc.

不均等処方は、用法口用量にて対応

手書き処方箋については、そもそもの規則(1日

分量、一回当たりの服用量を明記)を遵守させる。
17

「1日 量・1回量の併記、および適正な
用法用語への変更」では

そもそもの規則が遵守される。

医師は従来通りの処方オーダが出来る。

適切な用法、一回量が処方箋に明示されるためリスクが
減る。

複数の医療機関から処方箋が集まる調剤薬局でのリスク
増大が回避される。

情報システムの大幅な変更、特に部門との連携再構築が
回避される。

システム更新を待たずに、例えば保険改正のタイミングで
実施可能?

18



問題点・課題

・ 二日量処方は国際標準から外れる。
・ 用法は標準化されない。

・ 病院情報システムの変更費用は?
・ 診療所レベルのレセコン対策は?
・ 調剤薬局のシステム対応は?

・ 手書き処方箋への対応は?

あるべき姿は・・・

・ 処方箋の薬剤分量記載を、国際標準の分量1回
量記載に統一し運用する。

・ 用法の標準マスタを作成し、すべての処方オー
ダシステムに実装する。

・ 移行期間は5年からlo年を想定する。
・ その間に、システム変更、教育を徹底する。

・ しかし、分量一回量記載によって発生する新た
なリスクを検証・分析することが必要。

19
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処方せん記載方法の変更に伴う
システムヘの影響について

2009年 7月 29日

保健医療福祉情報システムエ業会

処方せん発行処理に関わるシステム(病院 )
オーダエントリシステム

処方せん情報 1日量
調剤部門システム

:

ψ

源 黒

|

1

1

:

1

1

1

:

1

1

▼

院外薬局

薬ロシステム

医事会計システム

1日量

Ｚ

飾

AI'八

-1回 量
分包機

看瞳部「ヨシステム



マスタの一例

マスタの使い方
口処方せん入力時の医薬品の選択
・選択された医薬品の使用量等のチェック

◎処方内害の入力
※点数算定用のため、通常、用法入力はない
※検査、処置等、他の診療行為も同時入力

◎又は、前回処方の発行指示

◎担当医による内容確認、
用法等の補記、署名 、

等

注 :単位コードは単位名称に対応
するコードでコンピュータで確実に
取り扱えるように番号付けし区分
したもの

3

医事システムのみでの処方せん運用(診療所等 )

患者へ処方せんを交付し薬局ヘ

医薬品
コー ド 漢字名称 カナ名称

単位
コー ド 単什名称

620004650
620004960

ガス:夕
=ル

静注用.2,omg
ガスコン散 10%

口:ンゴ!ツlジL"フ2面
力
゛
スコンサン10%

９

¨
３

〇

一
〇

瓶

612370013 ガスヨン錠■9即 g……………………
ガスコン錠●Qmg…………………・……
ガスコンドロップ内用液2%

ユiコン,Iコ4口II::::III:I::::1

1カ
゛
スコンシ

゛
ョウ80‖ G       I

力・賣ゴンド雨ブ3膏ヨウiキ 2商■

016

016

036
錠
mL

612370091

620004961

620003530 力
゛
スサーIIシ

゛
ョウ40MG

力
゛
スセフ・トリン10%

力・スセフ・トサン2%
力
゛
スセフ・トシ

゛
ョウ10

力
゛
スセフ・トシ

゛
ョウ20

カ
゛
スターD〕

゛
ョウ10MG

016

033

033

016

016

016

g………………̈I

g……………1

に……………1

嘘………1

620001993
620001992
620001994
620001995
610444041

610444042 ガスタニ⊇錠2omg.………………………
ガスター散 10%
万ズタ=散

'死

…………………………
力
゛
スターDシ

゛
ョウ20MG

力
゛
スタ‐サン10%

力
゛
スターサン2%

016 1
033  1

033  :

ｇ

ｇ

612320349
610406079
612320417 1

612320350 1
ガスタ

=錠
1…Qmg………………

ガス.夕二難2_Q:mg_………………………1
_ガスタ=齢1,医 1…Q.mg… ■̈mL_…1
ガスタ三注射液20mg 2mL

が鷲ギ]硼‖:∵…Ⅲ
E師 雨 :::::・11
カ
゛
スターチ三ウシャIキ20‖ G     :

O16 :
O16 :
022  :

022  1

620002922 1

623002923 1

1日 量



量

院外処方せんの流れ(内服薬の場合 )

レセコンで処方内容の入力
0内服薬の入力方法
薬剤名 :マスタで管理された採用薬を入力
分量  :1日量を入力
用法  :システム内に登録された用法を入力

(同じレセコンでもコードは薬局毎に違う)

日数  :調剤する日数を入力投薬・会計

・お薬手帳

・調剤録

・薬歴簿

内服薬の場合、1日量を記載

・薬袋、薬情には1回量を記載

J「「調荊機器
調剤機器への分量送信
1日量を送信し、調剤
機器側で1回量を算出＝一一

二い」一ノ
分包機等

それぞれのシステムの導入数
2008年度時点
JAHIS、 新医療共同調査

オーダエントリ
システム 病院

400床以上 592 71.1

全体 2003 22.6

電子カルテ
システム

病院

400床以上 313 37.6

全体 929 10.5

診療所 10016 10.1

薬局
システム *

レセプト電算
参加調剤薬局 46400 88.5

*:支払基金本部2009年6月 時点

6



処方せん記載方法の変更に伴う
システム上の課題

1)影響範囲

大中規模病院のシステムだけでなく、診療所や調剤薬局等、
影響する機関(システム)が多岐にわたる

2)薬局が混乱を招かないような様式、用法表現

3)過去データの取扱い

4)その他

・ 漢方生薬等への対応、最大量などのチェック仕様
・ 一日量が一日回数で割り切れない場合の取扱い
・ 診療報酬制度との関係
・ 開発期間と費用 システム改修ではなく、システム更新 !

7

システムの現状

一 日量 と一回量

・ 現状の処方せん入力は、診療報酬制度 (内服薬は一日量
で算定)に依存している

ご自動錠剤分包機など、下包化を行つている調剤機器では
一回量にバラしている

・ 注射薬などは一回量 (施用単位)で管理している
実施記録のためには最小単位での管理が必要

・ 不均等投与指示は一回量指示そのもの

8

今でも混在している



医療安全の観点で

1)対応案と実現に際しての課題

・ 一日量指示(現行記載方法)に一回量を併記

比較的速やかな対応が可能だが、根本対策で
はなく対症療法にとどまる。

・ 一回量指示へ切り替え

目指すべき姿に近づくが、影響範囲が広く個別
対応も多いため、速やかな対応が難しい。
また、一回量指示と一日量指示の処方せんが
混在する過渡期における薬局の運用が課題。

医療安全の観点で

10

2)標準化への取り組み

処方入力方法や画面構成等の標準化
医薬品や用法、各種指示マスタの標準化

各医療機関のシステム運用に伴う
人為的ミスの減少が期待できる



JAHISは「i‐Japan戦略2015」 の一環として、

医療安全、および処方せんの記載方法の

標準化に貢献すべく、取り組んでいきます6

①


